
定例公安委員会の開催状況について

令和７年８月21日に定例山形県公安委員会が開催されました。議事の概要は次のとお

りでした。

１ 定例会審議事項

(1) 交通規制の解除について（信号機の撤去）

新庄警察署管内における交通規制の解除（信号機の撤去）について説明がなさ

れた後、審議が行われ、決定した。

委員から、交通事情に沿った対応であるとともに、地元のコンセンサスを得て

いるため、規制の解除は妥当である旨の発言があった。

２ 定例会報告事項

(1) 風営適正化法・入管法違反事件被疑者の検挙等について

風営適正化法・入管法違反事件被疑者の検挙等について報告があった。

委員から、健全な風俗環境の維持、醸成に加え、無許可風俗営業をさせないよ

うにするため、今後も徹底した警戒活動と的確な検挙活動を継続していただきた

い旨の発言があった。

委員から、繁華街や歓楽街は、匿名･流動型犯罪グループの温床となる危険性も

あるため、定期あるいは不定期に巡回して早期に犯罪の芽を摘み、違法行為の潜

在化を阻止することが重要である旨の発言があったほか、入管当局ともよく連携

し、引き続き不法滞在者の検挙に努めていただきたい旨の発言があった。

(2) 第27回「参議院議員通常選挙」における違反取締結果について

第27回「参議院議員通常選挙」における違反取締結果について報告があった。

委員から、民主主義国家の日本において、選挙は、主権者である国民一人一人

が、その意思を政治に反映させる最も重要な機会である。そうした中で、この度

の投票干渉は、決して看過できない行為であり、検挙したことを高く評価したい

旨の発言があった。

委員から、近年は、インターネットを活用した選挙運動が普及しており、選挙

違反の形態も変容していく可能性があるため、しっかりと対応していただきたい

旨の発言があった。



３ 個別審議等会議

○ 他県公安委員会からの援助の要求について

警察本部から、他県公安委員会からの援助の要求について説明を受け、決定し

た。

○ 特例施設占有者の承認について

警察本部から、特例施設占有者の承認について説明を受け、決定した。

○ 運転免許行政処分審査

警察本部から、運転免許の取消処分に係る意見の聴取、聴聞結果について説明

を受け、決定した。

○ 訓令監査の結果について

警察本部から、訓令監査の結果について説明があった。

○ 人事評価書の作成について

警察本部から、人事評価書の作成について説明があった。


